
▲�詳しくは
こちら

ひ
と
よ
し
く
ま
熱
中
小
学
校

第
８
期
生
募
集
中

　

熱
中
小
学
校
は
「
も
う
い
ち
ど

７
歳
の
目
で
世
界
を
…
」
を
テ
ー

マ
に
全
国
で
活
躍
す
る
起
業
家
・

経
営
者
・
大
学
教
授
ら
が
先
生
と

な
っ
て
授
業
を
展
開
す
る
〝
学
び

た
い
大
人
の
社
会
塾
〟
で
す
。
新

し
い
目
で
物
事
を
見
て
、
新
し
い

世
界
を
表
現
し
て
い
く
。
あ
な
た

も
仲
間
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

後期高齢者医療制度からのお知らせ

令和７年度は保険料率が変わりません

　後期高齢者医療制度の保険料率 (額 )は２年ごとに見直して
いて、令和６・７年度の保険料率は同じです。
【均等割額】　５万８千円　【所得割率】　10.98％
※保険料の上限額は 80万円です。

令和７年度の保険料の軽減を受けられる人の範囲が変わります

※�「給与・年金所得者数」とは、給与収入 55万円超または年
金収入 125 万円超（65 歳未満の場合 60 万円超）の人の合
計人数です。
※�均等割の軽減判定についての総所得金額などは、専従者控除
や譲渡所得特別控除の適用前になります。年金所得は 15万
円を控除した額で判定されます。

総所得金額など（世帯主と被保険者）

７割軽減 「43万円＋ 10万円×（給与・年金所得者数－１）」
を超えない世帯

５割軽減
「43 万円＋（30.5 万円×世帯の被保険者数）＋
10 万円×（給与・年金所得者数－１）」を超え
ない世帯

２割軽減
「43 万円＋（56 万円×世帯の被保険者数＋ 10
万円×（給与・年金所得者数－１）」を超えない
世帯

問合せ　市高齢者支援課元気・長生き係
　　　　（☎２２－２１１１　内線１２１３）

募
　
集

グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
を

作
り
ま
せ
ん
か
？

　

夏
の
省
エ
ネ
に
効
果
が
あ
る
グ

リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
作
り
に
挑
戦
し

ま
せ
ん
か
？　

先
着
30
組
の
家
族

や
事
業
所
に
ゴ
ー
ヤ
の
苗
（
４
株

程
度
）
を
無
料
で
配
付
し
ま
す
。

初
め
て
の
人
も
挑
戦
し
や
す
い
よ

う
に
作
り
方
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
お
渡

し
ま
す
。

配
付
対
象　

市
内
の
自
宅
ま
た
は

事
業
所
で
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
に

取
り
組
め
る
人
（
育
成
状
況
や
取

り
組
ん
だ
感
想
な
ど
を
苗
の
配
布

時
に
お
渡
し
す
る
様
式
で
市
環
境

課
へ
提
出
い
た
だ
き
、
グ
リ
ー
ン

カ
ー
テ
ン
の
普
及
啓
発
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
）

申
込
方
法　

市
環
境
課
に
電
話
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

４
月
７
日
㈪
～
４
月

25
日
㈮
※
土
・
日
曜
を
除
く
。

配
付
日　

５
月
８
日
㈭
～
５
月
14

日
㈬

※
申
込
時
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
環
境
課
環
境
衛
生
係

災
害
時
協
力
井
戸
を

募
集
中
で
す

　

大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
水
道

の
給
水
が
停
止
し
た
と
き
に
、
被

災
者
に
飲
用
以
外
の
生
活
用
水
を

提
供
す
る
災
害
時
協
力
井
戸
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
井
戸

①
市
内
に
あ
る
こ
と

②�

現
在
井
戸
と
し
て
使
用
し
て
い

る
こ
と

③�

災
害
時
に
ト
イ
レ
・
洗
た
く
用

詳
し
く
は
熱
中
小
学
校
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

期
日　

４
～
９
月
の
第
３
土
曜
※

１
日
２
コ
マ
、
全
12
講
座

時
間　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
５

時場
所　

市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

総
合
交
流
館
（
く
ま
り
ば
）

対
象
者　

高
校
生
以
上

授
業
料　

個
人
：
１
万
円
／
期　

法
人
：
３
万
円
／
期
（
１
回
に
つ

き
３
人
ま
で
参
加
で
き
ま
す
）

※
学
生
（
大
学
生
・
専
門
学
生
な

ど
）
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
で
授

業
料
無
料
。

※
高
校
生
は
無
料
。

申
込
・
問
合
せ　

ひ
と
よ
し
く

ま
熱
中
小
学
校
（
運
営
／
一

般
社
団
法
人
ド
ッ
ト
リ
バ
ー
）

（
☎
０
５
０
‐
１
７
４
４
‐

２
６
６
６
）

う
ぉ
〜
む
は
あ
と

５
月
の
案
内

　

さ
ざ
な
み
☆
う
ぉ
～
む
は
あ
と

は
、
子
育
て
中
の
親
子
が
気
軽
に

集
っ
て
交
流
す
る
場
で
す
。

時
間　

午
前
10
時
～

場
所　

さ
ざ
な
み
保
育
園

７
日
㈬　

年
齢
別
活
動（
０
歳
児
）

14
日
㈬　

年
齢
別
活
動
（
１
・
２

歳
児
）

16
日
㈮　

給
食
体
験

21
日
㈬　

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン

28
日
㈬　

子
育
て
講
座
「
ボ

デ
ィ
ー
メ
イ
ク　

ヨ
ガ
①
」、
講

師
：
福
永
円ま
ど
か香
さ
ん
、
場
所
：
西

瀬
コ
ミ
セ
ン

※
サ
ー
ク
ル
活
動
、
自
由
利
用
、

保
育
相
談
は
い
つ
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

開
所
時
間　

平
日
午
前
９
時
～
午

後
５
時

利
用
料　

無
料
（
材
料
代
な
ど
を

除
く
）

申
込
・
問
合
せ　

さ
ざ
な
み
☆

う
ぉ
～
む
は
あ
と
（
☎
22
‐

７
１
７
７
）、
さ
ざ
な
み
保
育
園

（
☎
22
‐
５
５
１
９
）

講
　
座

令
和
７
年
度

要
約
筆
記
者
養
成
講
座

　

聴
覚
障
が
い
者
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
援
す
る
要
約
筆

記
者（
手
書
き
・
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ

た
文
字
で
通
訳
す
る
人
）
を
養
成

す
る
講
座
で
す
。
聴
覚
障
が
い
に

つ
い
て
の
基
礎
知
識
、
要
約
筆
記

の
基
礎
か
ら
応
用
を
学
ぶ
ほ
か
、

実
技
指
導
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

日
程　

５
月
上
旬
～
10
月
上
旬

（
全
22
回
86
時
間
）

対
象　

高
校
卒
業
以
上
の
学
力
の

あ
る
人
で
、
聴
覚
障
が
い
者
へ
の

支
援
活
動
に
参
加
で
き
る
人

定
員　

手
書
き
コ
ー
ス
10
人
、
パ

ソ
コ
ン
コ
ー
ス
10
人

受
講
料　

４
千
円（
テ
キ
ス
ト
代
）

問
合
せ　

県
障
が
い
者
支
援

課
（
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐

２
２
３
５
）

利活用住宅の入居者を追加で募集します

　利活用住宅とは、豪雨災害で整備した木造仮設住
宅を改修し、市営住宅として利活用するものです。
応募が多かった場合は、抽選で決定します。
※�被災者（支援金などを受給していない人）を優先
します。

団地名 間取り 募集戸数

西間第１団地 １DK ７戸

西間第２団地 １DK ３戸

下原田第１団地 １DK １戸

下原田第２団地 １DK １戸

な
ど
の
生
活
用
水
を
必
要
と
す

る
人
に
、
無
償
で
水
を
提
供
で

き
る
こ
と

④�

「
災
害
時
協
力
井
戸
」
の
標
識

（
ス
テ
ッ
カ
ー
）
を
表
示
で
き

る
こ
と

⑤�

井
戸
の
位
置
や
所
有
者
ま
た
は

管
理
者
名
を
公
表
で
き
る
こ
と

　

災
害
発
生
時
の
助
け
合
い
の
制

度
で
す
。
災
害
時
協
力
井
戸
の
登

録
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

環
境
課
環
境
衛
生
係

催
　
し

Ｍも

ぞ

か

Ｏ
Ｚ
Ｏ
Ｃ
Ａ
森
の
お
話
し
会

（
参
加
無
料
）

期
日　

５
月
３
日
㈯

時
間　

午
前
11
時
20
分
～

場
所　

人
吉
鉄
道
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

Ｍ
Ｏ
Ｚ
Ｏ
Ｃ
Ａ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

８
６
８　

２
階

問
合
せ　

森
の
お
話
し
会
事
務

局
（
☎
０
８
０
‐
６
４
３
７
‐

２
０
７
１
）

学
校
給
食
費
の
保
護
者

負
担
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん

　

学
校
給
食
の
食
材
費
価
格
が
物

価
高
騰
で
上
昇
し
て
い
ま
す
が
、

上
昇
分
は
市
が
全
額
負
担
し
、
保

護
者
の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

市
給
食
セ
ン
タ
ー

小学校学校給食費（年間184食） 中学校学校給食費（年間180食）

改正前 R7年度～ 差額 改正前 R7年度～ 差額

１食当たり 266 円 280 円 14円 310 円 327 円 17円

年間給食費 48,944 円 51,520円 2,576円 55,800 円 58,860円 3,060円

市助成額 15,456 円 18,032 円 2,576 円 16,020 円 19,080 円 3,060 円

保護者負担額 33,488円 33,488円 0円 39,780円 39,780円 0円

申込期限　４月 30日（水）

利活用住宅の空き状況

問合せ　市住宅政策課市営住宅係
　　　　（☎２２－２１１１　内線２２３３）

申込方法　市住宅政策課市営住宅係（市役所２階
２－１番窓口）にある申込書に記入し、住むところ
に困っていることが分かる書類を添えて提出してく
ださい。
入居資格（全てを満たす必要があります）
１　�地方税などの滞納がないこと
２　�収入が一定基準額以下の人（政令月収 158,000
円以下など）

３　�土地家屋を持っていないなど、住むところに
困っていることが明らかな人

４　�暴力団員でない人
　詳しくは、市ホームページをご覧
ください。 ▲�市ホーム

ページ

【お詫びと訂正】　広報ひとよし３月号（1187号）23㌻「講座」の内容に誤りがあり
ました。訂正しお詫び申し上げます。
誤：手話通訳者　正：手話奉仕員

23 22HITOYOSHI　2025.04.01 広報ひとよし　４月号


